
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

H27.2.17/熊本県環境政策課・廃棄物対策課 

○ 水銀含有製品の一部は、製造、輸出、輸入が

原則禁止 

 水
俣
条
約 

○ 水銀含有廃棄物は、水俣条約の締約国会議が

定める条件に従って環境上適正な管理が必要 

  

各
主
体
が
取
り
組
む
べ
き
事
項
（
主
な
取
組
） 

 １ 水銀含有製品の製造等 

 

 ２ 水銀含有廃棄物の分別・収集・運搬 

 

 ３ 水銀含有廃棄物の保管・中間処理・最終処分 

 

＜熊本県の率先取組の基本原則＞ 

①「できることからやる」  国は水俣条約締結に向け、国内法等の整備を検討しているが、本県は、法制度が確定される前であっても取組が可能な事項から積極的に取り組んでいく。 

②「日本ひいては世界の水銀フリー※社会の実現に向けて貢献する」  本県で展開した取組が全国に広がるよう挑戦的に取り組むとともに、水俣条約の締結に向けて積極的に貢献する。 

○ 金属水銀の輸出は、原則禁止 
（例外は、条約上認められた用途、適正な保管、かつ輸入国の書
面による事前同意がある場合のみ）。 

 行
う
べ
き 

対
応 ○ 代替製品、水銀使用量が少ない製品の開発、

及びそれらの製品への転換促進が必要 

○ 廃棄する場合は、環境上適正な分別・収集・

運搬が必要 

 

○ 廃棄物処理等で抽出される水銀について、適

正な保管、中間処理及び最終処分が必要 

＜国＞ 

☆ 製造・輸入・販売事業者に対して、代替製品

等の開発、製品中の水銀の有無、量及び廃棄方

法について表示するよう働きかける。 

＜熊本県＞ 

☆ 代替製品等について広報し、転換を促進する。 

☆ 使用されずに保有されている水銀体温計等の

早期回収キャンペーンを行う。 

＜市町村等※＞ 

☆ 代替製品等への転換促進に関する、国、熊本

県の広報に協力した取組を行う。 

＜県民、使用事業者＞ 

☆ 県民等は、水銀含有製品の買い替えの際には、

代替製品等への転換に努める。 
 

＜国＞ 

☆ 効率的な収集・運搬事例を広く情報発信する。 

☆ 水銀含有廃棄物の自主回収を推進する。 

＜熊本県＞ 

☆ 担当者、地域の分別推進員等を対象に研修会

を開催し、廃棄方法等を周知する。 

☆ 市町村等や業界団体と連携して、安全かつ効

率的な分別・収集・運搬方法を構築する。 

＜市町村等＞ 

☆ 水銀含有製品の適正な分別区分を設定する。

☆ 回収ボックス設置など、各地域に合った安全 

 かつ効率的な分別・収集・運搬方法を構築する。 

＜県民、使用事業者＞ 

☆ 水銀含有製品とその廃棄方法を理解し、適正

に分別し、定められた方法で廃棄する。 
 

＜国＞ 

☆ 蛍光ランプ等を含め、水銀回収を義務付ける

廃棄物を明確にする。 

☆ 適正な処分を行う事業者を育成するため技術

的・財政的な支援を積極的に行う。 

☆ 水銀含有廃棄物の中間処理、最終処分等の基

準の策定等を行い、新たに生じる自治体の財政

負担※に対して、必要な支援を行う。 

＜熊本県＞ 

☆ 水銀を微量に含む蛍光ランプ等についても、

確実に水銀を回収処理するよう指導する。 

☆ 熊本市と連携し、水俣条約が発効するまでの

間も、回収された水銀が世界で新たな水銀被害

を生むことがないよう、県内の水銀含有廃棄物

から取り出される水銀見込量と同等量の水銀を

責任を持って管理する。 
 

※「水銀フリー」とは、水銀が含まれる製品をできる限り使わないようにし、また、使用済みの製品を適正に廃棄することにより、最終的に水銀が使われなくなる状態をいう。 

※水銀回収事業者への処理委託費など 

※「市町村等」：市町村、一部事務組合、広域連合 

○ どの製品に水銀が含まれているのか、十分に

理解されていない。 

○ 製品中の水銀の有無等の情報が十分でなく、

代替製品等を選択しにくい。 

 
○ 廃棄する際の適正な分別区分が設定されて

いない場合がある。 

○ 安全かつ効率的な分別・収集・運搬方法が確

立されていない場合がある。 

○ 水銀回収を義務付ける廃棄物及びその処分

方法等が明確に定められていない。 

○ 水銀を回収せずに、直接埋立等の環境に負荷

をかける方法で処理をしている場合がある。 
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